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いよいよ令和 5 年 4 月 1 日から、1 か月 60 時間を超える法定時間外労働に対して 50％以上の割増賃

金の支払い義務が全企業に適用されます。月 60 時間未満の時間外労働の場合は、今までと変わらず 25％

以上の率で計算した割増賃金を支払うことになりますが、残業時間が多い企業にとっては注意が必要で

す。そして、改正により割増賃金部分の就業規則の変更も必要になります。 

今回は、月 60 時間を超える法定時間外労働の改正と実務対応について紹介します。 

 

◼ 改正点その１ 

1 か月 60 時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は 50％以上の率で計算した割増賃金を支払わな

ければなりません。 

深夜労働をした場合は、「深夜割増賃金率 25％以上」＋「時間外割増賃金率 50％以上」＝75％以上 

の支払いです。 

 

＜「月 60 時間」のカウント方法＞ 

「月 60 時間」に含まれる時間は、時間外労働です。週 1 日の法定休日の労働時間は含まれません。法定

休日とそれ以外の休日を就業規則で明確にしておくとわかりやすいです。 

法定休日が特定されていない場合は、暦週（日～土）の休日のうち、最後の休日を法定休日とします。 

 

 

 

◼ 改正点その２ 

引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度（代替休暇）を設けることができます。 

代替休暇制度を導入するには、過半数組合、過半数代表者と労使協定を結ぶことが必要です。そして、

個々の労働者が実際に代替休暇を取得するかは、労働者の意思により決まります。この代替休暇制度を

設ける場合は、就業規則にも定める必要があります。 

労使協定で定める事項は 4 点です。 
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① 代替休暇の時間数の選定方法 

     

 

② 代替休暇の単位 

1 日・半日の単位で与えなければなりません。 

厳密に所定労働時間の２分の 1 とはせずに、午前の 3 時間半、午後の 4 時間半をそれぞれ半日にするこ

とも可能です。 

 

③ 代替休暇を与えることができる期間 

法定労働時間外労働が、1か月 60時間を超えた月の締切日の翌日から 2 か月以内に与える必要がありま

す。 

期間内に代替休暇を取得できず、2 か月を超えた時点で休暇を取得した場合は、代替休暇に該当しません。

代替休暇として与える予定だった割増賃金分を支払う必要があります。 

 

④ 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日 

月60時間を超える法定時間外労働の時間数を締め切って集計する日、対象労働者の意向を確認する時期、 

代替休暇を取得する場合は取得日の決定、そして割増賃金の支払日を決めます。 

 

この代替休暇を与える方法は、労働者 1 人 1 人に意向確認など業務管理がかなり煩雑になります。月 60

時間以上の残業をしない対策をすることが必要です。 

働き方改革により、時間外労働の上限も決められ罰則規定も設けられています。今後さらに、長時間労

働を抑制する継続的な取り組みが求められているといえます。 

 

 

～お知らせ～ 

◼ 令和 5 年 3 月から協会けんぽの保険料率が改定されます 

 

 

 

 

◼ 令和 5 年 4 月から雇用保険料率が改定されます 

 

 

 

 

 

 

 労働者負担 事業主負担 

一般の事業 1000 分の 6 1000 分の 9.5 

農林水産清酒製造の事業 1000 分の 7 1000 分の 10.5 

建設の事業 1000 分の 7 1000 分の 11.5 

健康保険料率（福岡県）  10.21％ →10.36％ 

介護保険料率（全国一律） 1.64％ →1.82％ 

参考出典：ビジネスガイド 2023.1月 

「月 60 時間超の時間外労働に関する割増賃金の引き上げと実務対応」 

参考サイト：厚生労働省ホームページ 


